
１　認定申請手数料

一戸建て住宅 ７，１００ 円 ５２，０００ 円

１０，０００ 円 ７８，０００ 円

７，１００ 円 ５２，０００ 円

１０，０００ 円 ７８，０００ 円

１３，０００ 円 １２２，０００ 円

１９，０００ 円 １８３，０００ 円

２２，０００ 円 １９６，０００ 円

３３，０００ 円 ２９３，０００ 円

３２，０００ 円 ３８６，０００ 円

４７，０００ 円 ５７９，０００ 円

５７，０００ 円 ６９１，０００ 円

８５，０００ 円 １，０３７，０００ 円

９４，０００ 円 １，１８８，０００ 円

１４０，０００ 円 １，７８２，０００ 円

１６１，０００ 円 ２，１９８，０００ 円

２４２，０００ 円 ３，２９６，０００ 円

１９０，０００ 円 ３，１４０，０００ 円

２８４，０００ 円 ４，７１０，０００ 円

２０３，０００ 円 ３，８４７，０００ 円

３０４，０００ 円 ５，７７０，０００ 円

２　変更の認定申請手数料

一戸建て住宅

共同住宅等

法第９条第１項、第3項

変更認定申請手数料 円

４　地位の承継の承認申請手数料

承認申請手数料 円

※

㎡ 超

（※）…登録住宅性能評価機関が当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかの確認を行
い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面

３０，０００

長期優良住宅認定申請に併せて、建築基準法関係規定に適合するかの審査を受ける場合は、別途
手数料が必要

法第８条第１項

１の表に掲げる額

変更認定申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面
積に２分の１を乗じて得た面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部
分の面積）に応じ、１．の表に掲げる額

３　譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料

２，３００

法第１０条

２，３００

２０，０００ ㎡ 超 ３０，０００ ㎡ 以内

１０，０００ ㎡ 超 ２０，０００ ㎡ 以内

５，０００ ㎡ 超 １０，０００ ㎡ 以内

２，５００ ㎡ 超 ５，０００ ㎡ 以内

１，０００ ㎡ 超 ２，５００ ㎡ 以内

５００ ㎡ 超 １，０００ ㎡

上段：新築住宅

下段；既存住宅

共
 
同
 
住
 
宅
 
等

１００ ㎡ 以内

１００ ㎡ 超 ５００ ㎡ 以内

以内

長期優良住宅申請手数料
令和４年２月２０日時点

法第６条第１項

区　　　分
確認書（※）もしくは住宅性能評価書

ある場合 ない場合


